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本博士論文の目的はアラブの中所得国（ヨルダン、レバノン）に特化した「障害の権利モデル」を構築し、その妥当性

を現地でのフィールド調査を通して検証することである。本研究で提唱される障害の権利モデルは包括的である。こ

のモデルの基礎を成す軸は、(1)障害概念の文化的な相対性、(2)障害者と彼らをとりまく社会の相互性、(3)他と異な

ることの権利、(4)開発途上国の障害（者）の多様性、(5)インペアメントとリハビリテーションの建設的な取り戻し、

(6)障害者の普遍的な人権と差別禁止法などの法的な強制措置、態度と認識の向上を狙ったプロアクティブな政策であ

り、包括的でもある。論文の最終過程においては、参加型の PRA 手法を用い、ヨルダンとレバノンの障害当事者の個

人的な障害経験を通して、この論文で提唱される「障害の権利モデル」の妥当性と有効性を検証するものである。筆者

（長田 2008）は、障害の社会モデルはそれなりに意義のあるものであり、障害を理解するための新たな視点を持ち込

んだと評価する。しかし、障害の社会モデルは開発途上国においては必ずしも有効ではない。より包括的で一体化し

た障害のモデルが、新たな選択として必要になってくると思われる。そのモデルは、多くの視点を反映したものであ

るべきだし、特に開発途上国に住む障害者と彼らが住んでいる社会の状況（たとえば、社会の態度、物理的なアクセシ

ビリティーの状況、民主主義のレベルなど）を十分に考慮して構築されなければならない。筆者が構築したモデルは、

ちょうど、国連 WHO の ICF の障害の定義に似通ったモデルとも言える。途上国においては、健常者の障害者に対する

否定的で差別的な態度が障害者の完全参加を妨げる一番のバリアである。差別や偏見など、人間の感情や態度をどの

ようにしたら改善できるのかが疑問である。どうすれば偏見のサイクルを打ち破ることができるのか。社会や健常者

が最初に変わるべきなのか、障害者の側が先にエンパワーされ変化するべきなのか。障害者と社会の間に存在する偏

見の実態を考慮した、本論文で提唱されるモデルは対象地の文化や現状に十分に対応できるものであるはずだ。 

本研究は包括的であるが、その中の演繹的な調査は、中程度の所得のアラブ諸国の中から 2 カ国（ヨルダンとレバノ

ン）を選択し、現在の差別的態度のバリアと偏見のレベルの実態調査を行うものである。ヨルダンにおいては、一般の

健常者の障害者に対する態度を調査した。一方、レバノンにおいては、異なった種別の障害者（知的障害者、精神障害

者、肢体不自由者、ろう者、盲人）に対する各々の態度を調査し、障害者間の多様性と違いを浮き彫りにした。さらに、

障害者に対する態度と調査に参加した人たちの年齢、性別、一般的な社会経済的な状況との間に関連性があるかどう

かも調査した。これらの調査から明らかにされた結果は、同時に、現地に住む多くの障害者の意見調査、経験などとも

平行して、さらに裏づけられていく。ヨルダンにおいては、191 人の健常者の障害者一般に対する態度が Scale of 

Attitudes towards Disabled Persons のスケールテスト(SADP)を使って調査された。ヨルダンの 4つのコミュニティ

ーから選ばれた参加者の平均点は 88.67 で、偏差値は 14.63 であった。参加者の社会経済的な背景に関しては、特に

違いは見られなかったが、在住するコミュニティーと家族に障害者がいるかどうかで態度に変化をもたらすことが明

らかになった。レバノンにおいては、調査はさらに複雑で、“Baseline Survey of Student Attitudes towards People 

with a Disability”(Survey)を使用した。94人の大学生を対象として調査を行った。将来の調査のベースラインとし

て使用するために、彼らの異なった種別の障害者に対する態度の実態を調査した。海外の研究と平行して、やはり、有

意差が見られた。肢体不自由者、ろう者、盲人に対する態度は比較的肯定的であるが、知的障害者や精神障害者に対す

る態度は大変否定的であった。この調査の結果は、健常者の異なった種別の障害者に対する態度の差異を提示すると

同時に、「一体全体、これらの障害者のサービスに関するニーズや重要課題も同じなのかどうか、障害者を一まとめに

できるのかどうか」という疑問を投げかけるものである。異なった障害者のニーズもまた、異なっているのではない

だろうか。 

次に、ヨルダン、レバノンの障害当事者を対象として、彼らの、障害モデル、政策、サービスニーズに関する意見に関

するアンケート調査を行った。レバノンの障害者 74人と、ヨルダンの障害者 113 人が有効な回答をした。障害の種別

は、肢体不自由、ろう、盲、知的障害、精神障害、重複障害の 6種類をカバーした。回答結果は筆者の提唱する障害の

権利モデルを支持するものであった。障害者は人権に基づくアプローチを支持し、異なった障害者間のサービスニー

ズには差異が見られ、ツイン・トラック・アプローチを支持している。その後、さらに、参加型の調査方法を使って、

筆者の障害の権利モデルの有効性の triangulation が行われた。 

本研究で提唱される障害の権利モデルの妥当性と演繹的な調査に基づく結果の信憑性は、参加型の調査手法を用いて

再検証された。2005、2007 年に両国で行われた参加型のフォーカスグループを通して、現地の障害当事者の個人的な

障害経験の観点から再検証された。参加型のフォーカスグループや、インタビュー、専門家の意見などを通して

Triangulation した結果からも、筆者が提唱する障害の権利モデルが両国において十分な有効性と妥当性を持つこと

は証明された。また、本研究に参加した障害者は、参加を通して、自分たちの権利を認識し、エンパワーされた。現地

では、障害の社会モデルよりも、筆者の提唱する障害の権利モデルのほうが適当であることが確認された。また、開発

の分野でこの障害の社会モデルを実践した目には、ジェンダーと同じような、ツイン・トラック・アプローチ（障害者

のエンパワーメントと障害の開発へのメインストリーム）が適当であることが発見された。 具体的な障害開発政策

としては、サービス提供と権利擁護方法の活動のバランスをとること、ツイン・トラックを採用すること、ユニバーサ

ルデザインなどインクルーシブな視点を採用すること、CBRの促進、特殊ニーズ教育を廃止しないこと、そして他の開

発パートナーとの協力体制の整備が提唱された。 


